
庁 議
日時：７月２４日（月）AＭ９：00 ＜庁議室＞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【市長挨拶】

【協議事項】

１ 損害賠償の額の決定及び和解についての変更について 市民生活部長

２ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 市民生活部長

３ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 都市政策部長

【連絡事項】

１ 令和４年度施工 太田市請負優良工事等表彰の決定について 総務部長

２ 「戦没者を追悼し平和を祈念する日」における職員の黙とうについて 福祉こども部長

３ 令和４年度における太田市財政調整基金の運用状況について 会計管理者

【その他】

１ ９月定例会日程表について 議会事務局長

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆ 次回庁議予定 ◆８月３日（木）PM２：００～ ＜庁議室＞案件名報告：７月２４日（月）PM5:00
資料提出：７月２８日（金）PM5:00



 ７ 月 ２４ 日 庁議提出案件           資料No.１   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

                   市民生活部長 氏名 大谷 健 内線2400 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての変更について 

 

【 目 的 】 

  市営無料バス運行中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを

報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 令和５年５月２３日付けで専決処分をした損害賠償の額の決定及び和解についての一部

を次のとおり変更するものです。 

 

事項名 変更前 変更後 

損害賠償の額 ９７０，０００円 １，４６５，０００円 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認しました。 

 

３ 損害賠償の支払い  

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 一般自動車保険にて対応しました。 

 

４ その他  

地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和５年８月委員会協議会あてに報告します。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  市民生活部 交通対策課 公共バス運行管理係 55－4666 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ  



７ 月 ２４ 日 庁議提出案件 資料No.２
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

市民生活部長 氏名 大谷 健 内線2400

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について

【 目 的 】

市営無料バス運行中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを

報告するものです。

【 概 要 】

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認しました。

３ 損害賠償の支払い

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 一般自動車保険にて対応しました。

４ その他

地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和５年８月委員会協議会あてに報告します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 市民生活部 交通対策課 公共バス運行管理係 55－4666 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

専決処分日
損害賠償額

（損害額）

過失

割合
事故概要

1 令和５年７月１８日
305,928円

（305,928円）

１０

割

○概要
令和５年６月８日、市営無料バス

を運行中、太田市台之郷町３０７

番地付近の市道において丁字路を

右折する際、交差道路の停止線で

一時停止していた相手方車両に当

該市営無料バスの右側側面が接触

し、相手方車両の右前方部を損傷

させたことにより、その所有者で

ある相手方に損害を与えたもので

す。



 ７月２４日 庁議提出案件            資料No.3  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 田村 敏哉   内線（TEL）２８００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

【 目 的 】 

  市道において発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自 

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報告す

るものです。 

【 概 要 】 

１ 市道において発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和5年6月28日 
1,400,080円 

（1,400,080円） 
10割 

令和5年6月2日、太田市下浜田町

1088番地2付近の市道において、相

手方が自己の所有する乗用車を運

転中、道路に生じていた陥没部分

を通過したところ、当該乗用車の

フロントバンパー、左後輪タイヤ、

左後輪タイヤホイール等が損傷し

たことにより、相手方に損害が生

じたものです。 

2 令和5年6月28日 
244,816円 

（489,632円） 
5割 

令和5年6月3日、太田市下浜田町

1088番地2付近の市道において、相

手方が自己の所有する乗用車を運

転中、道路に生じていた陥没部分

を通過したところ、当該乗用車の

フロントバンパー、左前輪タイヤ、

左前輪タイヤホイール等が損傷し

たことにより、相手方に損害が生

じたものです。 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認する。 

３ 損害賠償の支払い 三井住友海上火災保険㈱道路賠償責任保険にて対応しました。 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和５年８月委員会協議会あて 

に報告します。 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 管理係 内線2711 ４７－１８３５ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



７月２４日 庁議提出案件            資料 No.１ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              総務部長 氏名 瀬古 茂雄  内線（TEL）２３００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 

   令和４年度施工 太田市請負優良工事等表彰の決定について 

 

【 目 的 】 

 

   太田市が発注した建設工事のうち、他の模範となる優れた工事を施工した受注者及び 

主任技術者並びに監理技術者を表彰することにより、公共工事の品質の確保及び請負業 

者の技術力、施工能力の向上に寄与することを目的とするものです。 

 

 

【 概 要 】 

 

   表彰の内訳 

     １ 優良工事         １１件 

         土木工事関係      ６件 

         建築工事関係      ２件 

         その他工事関係     ３件 

 

     ２ 優良主任技術者      １０名 

       優良監理技術者       １名 

 

 

 

【 備 考 】 

 

優良工事等表彰式 

日  時     令和５年１０月２６日（木） 

          午後１時３０分より 

場  所     テクノプラザおおた 

 

 

＊ 問い合わせ先 総務部 契約検査課 検査係 内線２３４２ ４７－１８５９ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



７月２４日 庁議提出案件 資料No.２
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 1.庁議後 】

福祉こども部長 氏名 冨岡 和正 内線（TEL）２５００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

「戦没者を追悼し平和を記念する日」における職員の黙とうについて

【 目 的 】

８月１５日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」（終戦記念日）となっています。国に

おいては「全国戦没者追悼式」が、群馬県においても「群馬県戦没者追悼式」がそれぞれ行

われます。本市におきましても、追悼式の趣旨に沿って職員に黙とうをお願いするものです。

【 概 要 】

１ 黙とうの実施方法等について

（１）日 時：令和５年８月１５日（火）正午から１分間

（２）方 法：当日、ラジオ放送（ＮＨＫ第一放送）で正午の時報を合図に１分間の黙と

うをします。

（３）周知方法：令和５年８月１５日（火）の朝の庁内放送で職員に周知します。

２ その他

（１）原爆の日の黙とうについて

広島市及び長崎市に原子爆弾が投下されて７８年目にあたります。

両市では、被爆７８周年の慰霊及び平和記念式典を行い、原爆で亡くなられた人々の

冥福と世界恒久平和の確立を祈念するため、平和の鐘を合図に１分間の黙とうを捧げ

ることとしています。

本市の職員もそれぞれの原爆投下時刻に合わせて１分間の黙とうをお願いします。

・原爆投下日時 広島市：８月６日（日）午前 ８時１５分

長崎市：８月９日（水）午前１１時 ２分

（２）太田市戦没者等追悼式について

太田市戦没者等追悼式は、９月２９日（金）新田文化会館（エアリス）で実施予定。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 福祉こども部 社会支援課 管理係 内線 ２５２１



  ７月 ２４日 庁議提出案件           資料No.３   
●内 容 【 2.連絡事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             会計管理者  氏名 青木 繁幸   内線（TEL）２９００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

令和４年度における太田市財政調整基金の運用状況について 

 

【 目 的 】 

  令和４年度における太田市財政調整基金の運用状況につきまして、実績等を報告するもの

です。 

 

【 概 要 】 

  運用実績 

   預  金       10,855,579,208円 （ ※１） 

   有価証券        2,400,000,000円 （ ※２） 

   合  計       13,255,579,208円 

 

  運用益（基金利子）     13,199,571円 

    （参考：令和３年度運用益  240,698円） 

 

<注意事項> 

   ※１ 歳計現金への繰替運用は行いませんでした。 

      繰替運用とは、歳計現金の不足に対応するため、基金の現金を一時的に繰替えて 

     使用するものです。 

   ※２ 有価証券は、安全性を最優先とし、公共債、金融債・一般担保付社債（投資格付 

     Ａランク以上）で運用しています（令和４年度時点においては、東京電力パワーグ 

     リッド社債により運用）。 

 

 

【 備 考 】 

問い合わせ先   会計課出納係  内線２９１６  ４７－１８４０ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


